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消 防 危 第 ７ ５ 号

昭和５２年４月２８日

都道府県消防主管部長 殿

消防庁危険物規制課長

改正 昭和５２年９月消防危第１３７号

屋外タンク貯蔵所に係る防火へい又は水幕設備の設置について

〔注〕 本通達別紙「屋外タンク貯蔵所に係る防火へい及び水幕設備の設置に関する運用

基準」は、昭和５５年７月１日消防危第８０号通達（「タンク冷却用散水設備に関

する運用指針」及び「屋外タンク貯蔵所に係る防火へい及び水幕設備に関する運用

基準」について（２ １１２１の３頁参照。））により改正され、昭和５５年８月１

日から適用される。昭和５５年７月３１日以前に既に水幕設備に関する手続きの終

了しているものについては、本通達の基準によることができる。

昭和５１年６月危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（昭和５１年政令第１

５３号）により、引火性の液体を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当

該屋外タンク貯蔵所の存する敷地境界線との間に一定の距離を保つべきことが規定された

（危険物の規制に関する政令第１１条第１項第１号の２）が、当該規定のただし書に基づ

き設置する不燃材料で造つた防火上有効なへい（危険物の規制に関する規則第１９条の３

第１号）又は防火上有効な水幕設備（同条第３号）について、別紙のとおり運用上の基準

を定めたので、その設置にあたつては、これにのつとり運用されるようお願いする。

なお、管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしくご指導願いたい。
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別 紙

屋外タンク貯蔵所に係る防火へい及び水幕設備の設置に関する運用基準

第１ 危険物の規制に関する政令（以下「政令」という。）第１１条第１項第１号の２の

表の第２号に掲げる屋外貯蔵タンクについて、同項同号ただし書の規定に基づく危険

物の規制に関する規則（以下「規則」という。）第１９条の３第１号及び第３号に定

める不燃材料で造つた防火上有効なへい（以下「防火へい」という。）及び防火上有

効な水幕設備（以下「水幕設備」という。）は、次により設けるものとすること。

１ 防火へい又は水幕設備は、原則として、政令第１１条第１項第１号の２ただし書の

規定の適用を受けようとする屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線（以下「敷地境

界線」という。）に設けること。

２ 防火へい又は水幕設備（水幕を放射する部分に限る。）の設置箇所は、屋外貯蔵タ

ンク（以下「タンク」という。）の設置位置から政令第１１条第１項第１号の２の表

の第２号に掲げる距離をとつた場合において、その縁部（以下「距離縁線」とい

う。）と敷地境界線との交点の間（以下「防護箇所」という。図１参照）とし、当該

防護箇所における防火へいの高さ又は水幕設備の必要水幕は、下記３又は４に適合す

るものであること。

３ 防火へいの高さは、下記５により求めた高さ（以下「防護高さ」という）。以上の

高さとすること。

４ 水幕設備の必要水幕は、防護高さ以上の高さのものであつて、かつ、次の（１）の

式により求めたふく射照度に対する水幕のみかけ上の透過率の値が、次の（２）の式

により求めた値（当該値が０．９を超える場合は０．９とする。）以下の値とするこ

とができるもの（以下「有効水幕」という。）であること。この場合において、当該

水幕の厚さは、水幕の水滴の落下速度、水幕のヘツド（以下「ヘツド」という。）か

ら放射される水幕の大きさ及び形状、ヘツドの取付間隔及び傾き角度並びにヘツドの

放射圧力及び放射量を考慮して求めた当該水幕の厚さを板状の水の厚さに換算した値

が、次の（１）の式のｈの値以上の値となるものであること。

（１） Ｔ＝ｅｘｐ〔－４６０ｈ〕

Ｔは、水幕のふく射照度に対するみかけ上の透過率ｈは、水幕の厚さを板状

の水の厚さに換算した値（単位ｃｍ）

Ｑ・ｄ
ｈ＝―――

Ｖ

Ｑは、体積流量速度（単位ｃｍ３／ｓｅｃ・ｃｍ２）

ｄは、水幕の平均厚さ（単位ｃｍ）

Ｖは、水滴の平均落下速度（単位ｃｍ／ｓｅｃ）

（２） Ｈ＝Ｅｓ／Ｅｏ

Ｈは、防護箇所におけるふぐ射照度の比率

Ｅｓは、４，０００ｋｃａｌ／ｍ２・ｈ

Ｅｏは、次の（３）の式により求めたふく射照度（単位ｋｃａｌ／ｍ２・ｈ）
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（３） Ｅｏ＝φ＝Ｒｆ

Ｅｏは、敷地境界線におけるふく射照度（単位ｋｃａｌ／ｍ２・ｈ）

φは、次のアの式により求めた形態係数

Ｒｆは、次のイに定めるふく射発散度（単位ｋｃａｌ／ｍ２・ｈ）

ア

φは、形態係数

ｎ＝Ｌ／Ｒ

Ｌは、想定火面（タンクの水平断面の最大直径（横型のものにあつては、横

の長さとする。以下同じ。）を直径とし、当該直径の数値に１．５（貯蔵する

危険物の引火点が７０度以上のものにあつては１．０とする。）を乗じて得た

数値を高さとした火面体がタンク設置位置の地盤面上にあるものをいう。以下

同じ。）の中心から敷地境界線に最も近い距離（単位ｍ）

Ｒは、想定火面の半径（単位ｍ）

イ ふく射発散度（Ｒｆ）は、次の表の上欄に掲げるタンクにおいて貯蔵する危

険物の引火点の区分に応じて、同表の下欄に掲げる値とする。

ふ く 射 発 散 度
引 火 点

（kcal／ｍ２・ｈ）

２１度未満のもの ５０，０００

２１度以上７０度未満のもの ４３，０００

７０度以上のもの ２０，０００

５ 上記３の防護高さは、次によること。

（１） 地表面上の距離縁線と当該距離縁線に面する側の想定火面の頂部とを結んだ

線に対して、地表面の敷地境界線上に引いた垂線との交点の地表面からの高さ

（当該高さが２ｍ未満となるときは２ｍ）とすること（図２参照）。

ただし、防護高さが２５ｍを越える場合は、水幕設備に沿つて、次により直上

放水できる固定式の放水銃設備（以下「放水銃設備」という。）を設けるとき

は水幕設備により防護する高さを２５ｍとすることができる。

ア 放水銃設備は、自動的に防護箇所に平行して左右に４５度以上の角度の範

囲で、かつ、当該放水高さの最頂部が防護高さ以上の高さ（当該高さが４０

ｍを越える場合は、４０ｍ以上の高さ）に放水できるものであること。

イ 放水銃（放水銃設備により水を放射する部分をいう。以下同じ。）の放射

量は、毎分１，５００ｌ以上であること。

ウ 放水銃設備によつて防護できる防護箇所の範囲は、放水銃によつて放水し

た場合において形成される放水の円弧と地上２５ｍの高さに引いた線（以下

「水幕限界線」という。）との交点の範囲とする。
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エ 上記アからウのほか放水銃設備の設置に関し必要な事項は７から１３の例

により設けるものであること。

（２） 上記（１）にかかわらず、距離縁線内のタンクの存する敷地以外の部分（以

下「敷地外部分」という。）が政令第１１条第１項第１号の２ただし書に定め

る事情（規則第１９条の３第２号又は第４号（危険物の規制に関する技術上の

基準の細目を定める告示（以下「告示」という。）第６８条の２第３号に掲げ

るものを除く。）に該当するものに限る。）に該当する場所（以下「除外場所」

という。）及び除外場所以外の場所が混在し、かつ、除外場所以外の場所が敷

地境界線に接して存するものである場合は、当該除外場所のタンクに面する側

の境界線と当該境界線に面する側の想定火面の頂部とを結んだ線に対して、地

表面の敷地境界線上に引いた垂線との交点の地表面からの高さ（当該高さが２

ｍ未満となつたときは２ｍ）とすること（図３参照）。

（３） 敷地外部分が昭和５１年７月８日付け消防危第２２号都道府県知事あて消防

庁次長通達「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行につい

て」の第３、１、（１）アのただし書に掲げる道路であつて、かつ、地表面上

の距離縁線が当該道路にとどまる場合は上記（１）の例により、除外場所に及

ぶ場合は上記（２）の例により、それぞれ求めた高さとすること。この場合に

おいて防護高さが３ｍを越えるときは、当該防護高さを３ｍとすることができ

る。

６ ２以上のタンクの防護箇所が相接し又はその部分が重複している場合であつて、当

該防護箇所を１の系の水幕設備（以下「同系水幕設備」という。）によつて防護する

場合は、当該同系水幕設備のうち１のタンクに係る水幕を構成する部分（以下「単一

水幕部分」という。）がそれぞれ上記１及び２並びに４に掲げるところにより設けら

れたものであること。この場合において、単一水幕部分のうち水幕を放射する部分の

配管は、それぞれ別の系のものとすること（図４参照）。

７ 水幕設備（同系水幕設備を含む。以下同じ。）の水源水量は、有効水幕を形成する

のに必要な放射量（同系水幕設備にあつては、同系水幕設備のうち単一水幕部分の有

効水幕を形成するのに必要な放射量が最大となるものの量とする。以下「最大放射

量」という。）で、２４０分間（容量が１０，０００ｋｌ未満のタンクにあつては、

１２０分間とする。下記１３において「水幕放射時間」という。）有効に放射できる

量以上の量とすること。

８ 水幕設備の水源を消火設備又は消防の用に供する設備（以下「消防設備等」とい

う。）の水源と共用する場合における水源水量は、当該水幕設備及び消防設備等にお

いて必要とする水源水量を合計した量以上の量とすること。

９ 水幕設備は、当該水幕設備を起動した場合において、起動後、６分以内に有効水幕

を形成することができるものであること。

１０ 水幕設備には、１のタンクに係る水幕設備（以下「単一水幕設備」という。）に

あつては、ストレーナ、排水弁及び開閉弁を、同系水幕設備にあつては、単一水幕部

分ごとにストレーナ、排水弁、選択弁及び止水弁をそれぞれの元配管（ヘツドに送水

するための元の配管をいう。以下同じ。）に設けるものとし、その設置等に関し必要
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な事項は、次によること。

（１） ストレーナ、排水弁及び開閉弁又はストレーナ、排水弁、選択弁及び止水弁

は、水の流れの下流から上流に向かつてストレーナ、排水弁及び開閉弁又はス

トレーナ、排水弁、選択弁及び止水弁の順に従つて設けること（図４参照）。

（２） ストレーナは、次によること。

ア 網目の開き又は円孔の径がヘツドの最小通路の２分の１以下で、かつ、そ

の開口面積の合計が当該ストレーナを設ける配管の内断面積の４倍以上のも

のであること。

イ 通過する流水に対して十分な強度を有するものであること。

（３） 開閉弁及び選択弁は、タンクの火災の際、容易に接近できる位置に設けるこ

と。

（４） 開閉弁及び選択弁には、その直近の見易い箇所に水幕設備の開閉弁又は選択

弁である旨及び当該水幕設備の対象となるタンクを明示した標識を設けること

（図５参照）。

（５） 水幕設備の元配管（開閉弁又は選択弁からの水の流れの下流側の部分を除

く。）は、常に水を満たした状態にしておくものとすること。ただし、同系水

幕設備であつて、選択弁と加圧送水装置との間に開閉弁を設け、かつ、当該開

閉弁と選択弁との間（以下「弁間配管」という。）に自動排気弁（元配管に送

水した場合において弁間配管内の空気を自動的に排出できる弁をいう。）及び

排水弁を設ける元配管の当該開閉弁から水の流れの下流側にある部分について

は、この限りでない。

１１ 加圧送水装置は、次によること。

（１） 加圧送水装置は、うず巻ポンプを用いるものであること。

（２） 加圧送水装置のポンプ（以下「ポンプ」という。）は、次によること。

ア ポンプの吐出量は、最大放射量以上の量であること。

イ ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値であること。

Ｈ＝ｈ１＋ｈ２＋ｈ３

Ｈは、ポンプの全揚程（単位ｍ）

ｈ１は、ヘツドの設計放射圧力を水頭に換算した値（単位ｍ）

ｈ２は、次のウにより求めた配管の摩擦損失水頭（単位ｍ）

ｈ３は、落差（単位ｍ）

ウ 配管の摩擦損失水頭は、次の式又は表１の摩擦損失水頭線図により求める

こと。

この場合において、当該配管の管継手及びバルブ（以下「管継手等」とい

う。）の摩擦損失水頭は、表２の管継手等の直管長さ換算表に掲げる管継手

等にあつては同表により、同表に掲げる管継手等以外のもののうち管継手に

あつては当該管継手の長さ（ねじ込みのものにあつては、ねじ込み部分の長

さを除く。）を直管（径違いの管継手にあつては、それぞれの大きさの呼び

の配管が直管として接続しているものとみなす。）の長さとすることにより、

バルブにあつては当該バルブの摩擦損失水頭を測定することによりそれぞれ
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求めること。

ｈは、配管の摩擦損失水頭（単位ｍ）

Ｌは、配管の長さ（単位ｍ）

Ｑは、流量（単位ｌ／ｍｉｎ）

Ｄは、配管の内径（単位ｃｍ）

エ ポンプの特性は、最大放射量の１５０％となる水を放射する時の全揚程が、

最大放射量時の全揚程の６５％以上のものであること（図６参照）。

オ ポンプは、専用とすること。ただし、消防設備等と共用する場合であつて、

かつ、当該水幕設備及び消防設備等を同時に使用した場合において、それぞ

れの設備が有効に機能することができるものであるときは、この限りでない。

カ ポンプには、コツクを備えた圧力計及び真空計（押し込み圧力のあるもの

にあつては、連成計）を設けること。この場合において、コツクは、これを

閉止したときに、圧力計及び真空計内の圧力を大気圧にすることができるも

のであること。

（３） 加圧送水装置の原動機は、電動のものとすること。

（４） 加圧送水装置の吸水管は、次によること。

ア 吸水管は、ポンプごとに専用とすること。

イ 吸水管には、止水弁（水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつ

てはフート弁）及びろ過装置（フート弁にろ過装置を設けるものを除く。）

を設けること。

ウ フート弁は、容易に点検を行うことができる構造のものであること。

（５） 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。

（６） 加圧送水装置には、次に掲げる設備を設けること。

ア 定格負荷運転時におけるポンプの吐出量及び全揚程を試験するための設備

（図７参照）

イ 締切り運転時における水温の上昇を防止するための逃し管

ウ 加圧送水装置に附置する起動操作設備

エ 呼水装置（水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置に限

る。）

（７） 上記（６）エの呼水装置は、次に適合するものであること。

ア 専用の呼水槽を設けたものであること。

イ 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動することができる容量以上の

ものであること。

ウ 呼水槽には、給水管（呼水槽の減水に応じて、常時、給水が可能であるも

のをいう。）、非常給水管（下記エの非常給水装置に連動して呼水槽に給水で

きるものをいう。）、溢水用排水管及び排水管を設けること。

エ 非常給水装置（以下「装置」という。）は、呼水槽の水量が満水時の２分

の１量になるまでの間に、当該装置及び加圧送水装置が作動することにより
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当該呼水槽に給水でき、かつ、当該装置が作動した場合において常時人がい

る場所に警報を発することができるものであること。

（８） 加圧送水装置は、点検が容易で、かつ、火災の際容易に接近できる位置に設

けること。

１２ 常用電力源は、次によること。

（１） 常用電力源（以下「電力源」という。）は、専用回路とすること。ただし、

消防設備等の常用電力源の回路と共用するものにあつては、この限りでない。

（２） 電力源の開閉器には、水幕設備用のものである旨を表示した標識を設けるこ

と。この場合において、消防設備等の電力源の回路と共用するものにあつては、

水幕設備及び消防設備等と共用しているものである旨を表示すること。

１３ 水幕設備には、次により専用の予備動力源を設けること。ただし、消防設備等の

予備動力源と共用する場合であつて、かつ、当該水幕設備及び消火設備等の予備動力

源として必要な電力を供給できる容量が確保できる場合は、この限りでない。

（１） 予備動力源は、自家発電設備、内燃機関又は蓄電池設備とすること。

（２） 自家発電設備は、次によること。

ア 自家発電設備は、電力源が停電した場合に、自動的に電圧確立及び投入が

行われるものであること。ただし、常時、電力の供給を必要としない回路に

あつては、電力源が停電している間のみ自動的に電力源の回路から予備動力

源の回路に切り替えられ、必要に応じ電圧確立及び投入が行われるものとす

ることができること。

イ 自家発電設備の性能は、定格負荷で、水幕放射時間の１．５倍以上の時間

を連続して運転できるものであること。

ウ 上記ア及びイによるほか、自家発電設備の構造及び性能並びに表示は、自

家発電設備の基準（昭和４８年消防庁告示第１号。以下「自家発電設備の基

準」という。）の例によること。

（３） 内燃機関は、次によること。

ア 内燃機関の性能は、電力源が停電したとき、すみやかに起動できるもので、

かつ、定格負荷で水幕放射時間の１．５倍以上の時間を連続して運転できる

ものであること。

イ 上記アによるほか、内燃機関の構造及び性能並びに表示は、自家発電設備

の基準に定める内燃機関の構造及び性能並びに表示の例によること。

（４） 蓄電池設備は、蓄電池設備の基準（昭和４８年消防庁告示第２号）の例によ

ること。

（５） 予備動力源の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次によるこ

と。

ア 電線は６００Ｖ耐熱ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する

電線とすること。

イ 配線は、金属管工事又はこれと同等以上の耐熱効果のある方法による工事

により行うこと。ただし、ＭＩケーブル又は耐火電線（昭和４８年消防庁告

示第３号の基準に適合するものをいう。）により配線する場合は、この限り
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でない。

（６） 開閉器は、不燃性の材料で造つた耐熱効果のある箱に収納すること。ただし、

火災の際熱の影響を受けるおそれのない場所に設置する場合は、この限りでな

い。

１４ 管、管継手及びバルブ（以下「管等」という。）は、次によること。

（１） 管の材料は、ＪＩＳＧ３４５２「配管用炭素鋼鋼管」（１９７６）、ＪＩＳＧ

３４５４「圧力配管用炭素鋼鋼管」（１９７６）若しくはＪＩＳＧ３４５７

「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」（１９７６）に適合するもの又はこれらと同

等以上の機械的性質、耐食性及び耐熱性を有するものであること。ただし、ス

トレーナからの水の流れの下流側に設ける管にあつては、溶融亜鉛メツキを施

したものであること。

（２） 管継手は、次の表の左欄に掲げる管継手の種類に応じ、同表の右欄に掲げる

材料のもの又はこれと同等以上の機械的性質、耐食性及び耐熱性を有するもの

であること。

管継手の種類 管 継 手 の 材 料

ねじ込み Ｂ２２１１「５ｋｇ／ｃｍ２鉄鋼製管フランジの基本寸法」

式継手 （１９７２）、Ｂ２２１２「１０ｋｇ／ｃｍ２鉄鋼製管フラン

ジの基本寸法」（１９７２）又はＢ２２１３「１６ｋｇｆ／ｃ

フラン ｍ２鉄鋼製管フランジの基準寸法」（１９７６）

ジ継手

溶接式継 Ｂ２２２１「５ｋｇ／ｃｍ２鋼管さし込み溶接式フランジ」

手 （１９７２）Ｂ２２２２「１０ｋｇ／ｃｍ２鋼管さし込み溶接

式フランジ」（１９７２）又はＢ２２２３「１６ｋｇｆ／ｃｍ
２鋼管さし込み溶接式フランジ」（１９７６）

ねじ込み Ｂ２３０１「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」（１９７６）又は

フラン 式継手 Ｂ２３０２「ねじ込み式鋼管製管継手」（１９７６）

ジ継手

以外の 溶接式鋼 Ｂ２３０４「一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手」（１９７

継手 管用継手 ６）、Ｂ２３０５「特殊配管用鋼製突合せ溶接式管継手」（１

９７４）又はＢ２３０７「配管用鋼板製突合せ溶接式管継

手」（１９７３）

（３） バルブは、次によること。

ア 材料は、ＪＩＳＧ５１０１「炭素鋼鋳鋼品」（１９７５）、ＪＩＳＧ５５０

１「ねずみ鋳鉄品」（１９７６）、ＪＩＳＧ５５０２「球状黒鉛鋳鉄品」（１

９７５）、ＪＩＳＧ５７０２「黒心可鍛鋳鉄品」（１９６９）若しくはＪＩＳ

Ｈ５１１１「青銅鋳物」（１９７６）に適合するもの又はこれらと同等以上

の機械的性質、耐食性及び耐熱性を有するものであること。

イ 開閉弁、選択弁及び止水弁にあつては、その開閉方向が、逆止弁にあつて

は水の流れ方向がそれぞれ表示されているものであること。

ウ 開閉弁、選択弁及び止水弁は、当該弁の開閉状況が容易に確認できるもの
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であること。ただし、外ねじ式の仕切弁とするものにあつては、この限りで

ない。

（４） 管等は、当該管等に送水する加圧送水装置の締切圧力（開閉弁又は選択弁か

ら水の流れの下流側に設ける管は、当該部分にかかる圧力）の１．５倍以上の

圧力で水圧試験を行なつた場合において、漏えいその他の異状がないものであ

ること。

（５） 管等は、地上であつて、かつ、当該管等の点検、清掃及び補修（以下「点検

等」という。）が容易に行える場所に設けること。ただし、点検等を容易に行

うことができるふたのある鉄筋コンクリート造の箱の中に設ける場合は、この

限りでない。

１５ 貯水槽、加圧送水装置、予備動力源、管等は、地震による影響を考慮して設ける

こと。

第２ 政令第１１条第１項第１号の２の表の第１号に掲げるタンクに係る防火へい又は水

幕設備は、同表の下欄に掲げる直径等の数値に当該タンクに貯蔵する危険物の引火点

に応じ、１．８、１．６又は１．０を乗じて得た数値（以下「所定距離」という。）

がそれぞれ５０ｍ、４０ｍ又は３０ｍ以上となるタンクにあつては上記第１に、その

他のタンクにあつては次によるものとすること。

１ タンクを敷地境界線に近接することができる距離は、所定距離までの距離とするこ

と。ただし、現に存するタンクで所定距離を確保することができないもの又は危険物

の規制に関する政令の一部を改正する政令（昭和５１年政令第１５３号）附則第３項

の規定に該当することとなつた場合において所定距離を確保することができないもの

（以下「所定距離不足タンク」という。）であつて、下記４に適合する防火へい又は

水幕設備を設けるものについては、この限りでない。

２ 防火へい又は水幕設備の設置範囲は、上記第１、２による防護箇所（図８参照）と

し、当該防護箇所における防護高さは、２ｍ以上とすること。

３ 上記２の水幕設備の必要水幕は、上記第１、４（２）の防護箇所におけるふく射照

度の比率を０．９とした場合において、上記第１、４に適合するものであること。

４ 上記１ただし書の防火へい又は水幕設備は、次に掲げるものとする。

（１） 防火へい又は水幕設備の設置範囲は、上記第１、２による防護箇所とし、当

該防護箇所における防護高さは、防護箇所のうちタンクの設置位置から所定距

離をとつた場合において、その縁部と敷地境界線との交点の間（以下「所定距

離防護箇所」という。）にあつては上記第１、５に、所定距離防護箇所を除く

防護箇所にあつては上記２によること。

（２） 上記（１）の水幕設備の必要水幕は、所定距離防護箇所にあつては上記第１、

４に、所定距離防護箇所を除く防護箇所にあつては上記３に適合するものであ

ること。

５ 上記１から４までによるほか、防火へい又は水幕設備の設置に関し必要な事項は、

第１によること。
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図１ 防護箇所

図２ 防護高さ
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図３ 政令第１１条第１項第１号の２の表の第２号に掲げる距離が除外場所以外の場所を

介して除外場所（海の例）におよぶ場合の防護高さ

図４ 水幕設備の配管系（その１）

単一水幕設備
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図４ 水幕設備の配管系（その２）

同系水幕設備（防護箇所が相接している場合の例）

図４ 水幕設備の配管系（その３）

同系水幕設備（防護箇所が重複している場合の例）

図５ 開閉弁及び選択弁の標識

（注） 地を白色、文字を黒色とする。
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図６ ポンプ特性

図７ 定格負荷運転時におけるポンプの性能を試験するための設備

図８ 第２．２に該当するタンクの防護箇所
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表１ 摩擦損失水頭線図（その１）

（ＪＩＳ Ｇ３４５２（配管用炭素鋼鋼管）を使用する場合）

表１ 摩擦損失水頭線図（その２）

（ＪＩＳ Ｇ３４５４（圧力配管用炭素鋼鋼管）スケジュール４０を使用する場合）
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表１ 摩擦損失水頭線図（その３）

（ＪＩＳ Ｇ３４５４（圧力配管用炭素鋼鋼管）スケジュール８０を使用する場合）
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表２ 管継手等の直管長さ（単位ｍ）の換算表（その１）

（ＪＩＳ Ｇ３４５２（配管用炭素鋼鋼管）を使用する場合）
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表２ 管継手等の直管長さ（単位ｍ）の換算表（その２）

（ＪＩＳ Ｇ３４５４（圧力配管用炭素鋼鋼管）スケジュール４０を使用する場合）
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表２ 管継手等の直管長さ（単位ｍ）の換算表（その３）

（ＪＩＳ Ｇ３４５３（圧力配管用炭素鋼鋼管）スケジュール８０を使用する場合）


